
事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

多賀城市１

雨水流出抑制施設設置助成事業

多賀城市

新築(建設) 改修・増築 購入

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kyuhaisui/shisetsu/usuiryuushutuyokusei.html

上下水道部施設整備課給排水係　０２２－３６８－３１１２

豪雨時の浸水被害を軽減するため、雨水貯留タンク・浸透ますの設置に対して助成を行うもの

■対象者

・市内で雨水貯留タンクまたは雨水浸透ますを設置する市民や法人事業者など

■対象地区

・多賀城市内全域

■雨水貯留タンクの対象要件

・雨水を貯留するために作られ、一般的に販売されているもの

・貯留量の総量が１２０リットル以上のもの

・建物の雨どいから接続でき、耐久性のあるもの

■雨水浸透ますの対象要件

・建物の雨どいなどから直接接続し、本市が指定する設置改良が可能であるもの

・浸透能力が５００リットル以上で、市で定める規格以上のもの

設置費用の３分の２に相当する額で、限度額は４万円

令和７年４月２８日から１０月３１日まで

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kyuhaisui/shisetsu/usuiryuushutuyokusei.html


事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

多賀城市２

水洗便所改造資金融資あっせん制度

多賀城市

新築(建設) 改修・増築 購入

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kyuhaisui/kurashi/suido/gesuido/suisen.html

上下水道部施設整備課給排水係　０２２－３６８－３１１２

住宅のくみ取り便所（し尿浄化槽を含む。）を水洗便所に改造しようとする者に対し、当該改造及びこれに

伴う排水設備の設置等（以下「水洗化改造」という。）に係る資金の融資をあっせんするもの

■融資あっせん条件

・下水道処理区域内にある住宅の所有者又は占有者であること

・市税、受益者負担金を完納していること

・連帯保証人がいること

■保証人の要件

・市内にお住まいの方で所得のある方

・同居する家族で所得のある方

・市内に保証人がいない場合は仙台市、塩釜市、七ヶ浜町、利府町、松島町に住所を有する方で所得のあ

る方

・申請者が勤務する事業所等に勤務する方で、所得のある方

・融資あっせんの金額は世帯１件につき６０万円まで

・貸付金に係る利息は市が取扱金融機関に対して補給

・貸付金の償還期間は４年以内

随時

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kyuhaisui/kurashi/suido/gesuido/suisen.html


事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

多賀城市３

省エネ家電製品買換え支援補助金

多賀城市

新築(建設) 改修・増築 購入

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kankyo/kurashi/kankyo/kankyo/shouenehojo.html

都市産業部環境施設課資源環境係　０２２－３６８－４１２６

家庭から排出される温室効果ガスの削減につなげ、ゼロカーボンシティへの推進を図るため、予算の範囲内で省

エネ効果の高い家電製品へ買換えた方に補助金を交付するもの

■対象者

（1）多賀城市に住民登録がある方

（2）多賀城市内の販売店から購入する方

（3）令和7年12月26日までの間に、既存の家電製品から新品の補助対象家電製品に買換え、自らが居

住する多賀城市内の住宅に設置を完了し、実績報告書を提出する方

（4）令和7年度内において、本補助金を受けていない方

※購入前の事前申請が必要

■対象家電製品

・エアコン　省エネ基準達成率100％以上（目標年度2027年度）

・冷蔵庫・冷凍庫　省エネ基準達成率105％以上（目標年度2021年度）

■対象要件

・買換えであって新品（未使用）であるもの

・自ら購入したもの（リース、レンタルは対象外）

・製造メーカーの製品保証書があるもの

・省エネ性能が買換え前の家電製品を上回るもの

購入費用　5万円以上10万円未満　1万円、 10万円以上15万円未満　2万円

              15万円以上20万円未満　3万円、 20万円以上　4万円

交付申請受付期間：令和7年4月14日から令和7年11月7日まで

実績報告提出期限：令和7年12月26日まで

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kankyo/kurashi/kankyo/kankyo/shouenehojo.html


事業名

事業主体

対象者

対象工事

カテゴリー

概要

補助対象要件

補助金額等

補助申請期間

その他

ホームページ

お問合せ先

個人(持ち家) 個人(賃貸) 事業者

多賀城市４

介護保険居宅介護（支援）住宅改修費の支給

多賀城市

新築(建設) 改修・増築 購入

　　バリアフリー化 　　省エネ化 　　環境対策
       移住定住・

       子育て等支援
　　空家等対策

    　東日本大震災

　  被災者向け
　その他

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kaigo/kenko/kaigohoken/jigyosya/jyutakukaisyu.html

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係　０２２－３６８－１４９７

要介護認定（要支援1～要介護5）を受けた方について、生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万

円を上限として費用の7～9割を住宅改修費として支給するもの

１　要介護認定または要支援認定を受け在宅で生活している方

２　支給対象となる工事

　(1) 手すりの取り付け

　(2) 段差や傾斜の解消

　(3) 滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更

　(4) 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去

　(5) 和式から様式への便器の取り替え

　(6) その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※住民票上の住所地における住宅改修のみ対象

住宅改修費用の7～9割（最大20万円）

随時

改修前に必ず事前申請が必要です。

要介護認定申請中の方の暫定利用については、償還払いのみ事前申請の受付が可能です。（ただし、事後

申請については、要介護認定決定後とし、非該当の場合は全額自己負担となります。）

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kaigo/kenko/kaigohoken/jigyosya/jyutakukaisyu.html

